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新旧対照表 大師高校ＰＴＡ規約 

新 旧 

第１章  総則 （略） 

第２章  会員および役員 （略） 

第３章  会計監査 （略） 

第４章  会計  

（経  費） 

第 15 条 （略） 

 ２ この会の会費は、月額２５０円とする。 

 ３ （略） 

  ４ （略） 

第 16 条 （略） 

第５章  総会 （略） 

第６章  運営委員会 （略） 

第７章  常任委員会 （略） 

第８章  合同委員会 （略） 

第９章  特別委員会 （略） 

第 10 章  補則 

附  則 

 この規約は、昭和５８年４月５日から施行する。 

 この規約は、平成５年５月１５日から改正施行する。 

 この規約は、平成７年５月６日から改正施行する。 

 この規約は、平成１１年１月３０日から改正施行する。 

 この規約は、平成１４年３月２日から改正施行する。 

 この規約は、平成１６年５月８日から改正施行する。 

 ＜改訂＞第１４条５ 入会金廃止について 

 この規約は、平成１８年５月１３日から改正施行する。 

 ＜改訂＞第４章第１４条４を削除し第４章第１４条５

を４に繰り上げる。 

 この規約は、平成２６年５月１７日から改正施行する。 

＜改訂＞第１４条４を記念事業等積立金に変更する。 

＜削除＞第１８条指名総会の規定を削除する。 

＜改訂＞第２４条及び第２５条の学年委員会を削除す

る。 

＜削除＞第３１条学級代表委員の規定を削除する。 

 この規約は平成２８年５月１４日から改正施行する。 

 ＜改定＞第１４条３教育援助費を月額８００円から７

５０円とする。 

 この規約は平成３１年５月１１日から改正施行する。 

＜改訂＞第５条を追加。以下、項番をひとつずつ加算変

更する。 

＜改訂＞第１５条２会費を月額４００円から３５０円

とする。 

＜改訂＞第３２条の個人情報取扱規則の条項を追加。 

【新設】 

＜改訂＞第１５条２会費を月額３５０円から２５０円

とする。 

この規約は令和７年４月１日から改正施行する。 

第１章  総則 （略） 

第２章  会員および役員 （略） 

第３章  会計監査 （略） 

第４章  会計 

（経  費） 

第 15 条 （略） 

 ２ この会の会費は、月額３５０円とする。 

 ３ （略） 

  ４ （略） 

第 16 条 （略） 

第５章  総会 （略） 

第６章  運営委員会 （略） 

第７章  常任委員会 （略） 

第８章  合同委員会 （略） 

第９章  特別委員会 （略） 

第 10 章  補則 

附  則 

 この規約は、昭和５８年４月５日から施行する。 

 この規約は、平成５年５月１５日から改正施行する。 

 この規約は、平成７年５月６日から改正施行する。 

 この規約は、平成１１年１月３０日から改正施行する。 

 この規約は、平成１４年３月２日から改正施行する。 

 この規約は、平成１６年５月８日から改正施行する。 

 ＜改訂＞第１４条５ 入会金廃止について 

 この規約は、平成１８年５月１３日から改正施行する。 

 ＜改訂＞第４章第１４条４を削除し第４章第１４条５

を４に繰り上げる。 

この規約は、平成２６年５月１７日から改正施行する。 

＜改訂＞第１４条４を記念事業等積立金に変更する。 

＜削除＞第１８条指名総会の規定を削除する。 

＜改訂＞第２４条及び第２５条の学年委員会を削除す

る。 

＜削除＞第３１条学級代表委員の規定を削除する。 

  この規約は平成２８年５月１４日から改正施行する。 

  ＜改定＞第１４条３教育援助費を月額８００円から７

５０円とする。 

  この規約は平成３１年５月１１日から改正施行する。 

＜改訂＞第５条を追加。以下、項番をひとつずつ加算変

更する。 

＜改訂＞第１５条２会費を月額４００円から３５０円

とする。 

＜改訂＞第３２条の個人情報取扱規則の条項を追加。 

 

 


